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公的医療保険

問町住民課国保医療係（窓口③）�５６－８００６

①会社や事業所に勤めている人が加入する保険
加入手続き、保険料の支払いは勤務先の会社で行います。

②国民健康保険
　市町村が運営する保険。
【国保の適用対象者】
・職場の健康保険（社会保険）に加入していない
・町内に住所を有する
・外国人登録を行っており、入国当初の在留期間が 1 年以上の人
・外国人登録を行っており、入国当初の在留期間が１年未満でも１年以上滞
在すると認められる人（参考資料により判断）
※在留期間の更新により、結果的に１年以上滞在することになっても適用
対象とはなりません。

○国民健康保険税
　保険税は国保の財源です。必ず納期内に納めましょう。※保険税につい
て詳しくは２３ページ「税金（Tax）」のページをご覧ください。

○加入・脱退手続き

＊���������	���
������
����
������
������������	
�����
	�
※届け出は事由が発生した１４日以内に行ってください。

届 け 出 に 必 要 な も のこ ん な と き
外国人登録証（カード）、パスポート、
印鑑（あれば）外国人登録したとき

加入手続き 転出証明書、印鑑他の市区町村から転入したとき
健康保険をやめた証明書、印鑑職場の健康保険などをやめたとき
保険証、母子健康手帳、印鑑子供が生まれたとき
保険証、印鑑他の市区町村へ転出するとき

脱退手続き 国保と職場の健康保険、両方の保険
証、印鑑職場の健康保険などへ加入したとき

保険証、死亡を証明するもの、印鑑死亡したとき
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手
続
き　日本に住んでいる人はすべて、公的医療保険に加入しなくてはなりませ

ん。会社や事業所に勤めている人が入る「健康保険」制度と、それに加入
できない人を対象とする「国民健康保険」制度があります。
　保険に加入することで、病気やけがで病院へ行ったとき、年齢に応じて
医療費の１０％、２０％、または３０％のみの負担で済みます。
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公的医療保険

○医者にかかる
　病院の窓口で保険証を提示すれば、診察料の一部分を支払うだけで診療
を受けることができます。

▲

自分で負担する割合

○いったん全額自己負担する場合
　次の場合はいったん全額自己負担となりますが、必要書類をそろえて役
場の国保担当窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が
後から支給されます。

例）
・不慮の事故などで国保を扱っていない病院などで治療を受けた場合、旅
先で急病になり保険証を持たずに診察を受けたとき。
・手術などで輸血に用いた生血代。
・医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代。

○支給を受ける
　次の場合は支給を受けることができます。
例）
・出産したとき（出産育児一時金の支給）
・亡くなったとき（葬祭費の支給）

○交通事故に遭ったとき
　交通事故など第三者から傷病を受けた場合、必ず「第三者行為による被害
（届）」を提出してください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ま
せたりすると国保が使えなくなります。示談の前に必ず国保担当窓口に相
談してください。
申請に必要なもの：保険証、事故証明書（警察にもらう）、印鑑

２割未就学児

３割就学児以上７０歳未満

１割
（一定以上所得者は３割）７０歳以上
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公的医療保険

○保険証が使えないとき
・病気とみなされないもの
　健康診断・人間ドック、予防注射、正常な妊娠・分娩、歯列矯正、軽度
のわきがやしみ、美容整形、経済上の理由による妊娠中絶など。
・業務上のけがや病気
　仕事上の病気やけがは労災保険の対象となります。
・給付が制限されるとき
　故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔などによる傷病、医師や保
険者の指示に従わなかったとき。
・医療費が高額になったとき
　医療費の自己負担額が高額になったとき、国保に申請して認められれば、
限度額を超えた分が高額療養費として、後
から支給されます。また、平成１９年４月か
ら、限度額認定証を提示すれば医療機関で
の窓口負担が限度額までとなります。入院
するときは限度額認定証の交付申請をして
ください。

　日本に住所があったり、不動産や車を所有していたり、日本で所得のあ
る人には納税義務があります。町に納める税金の種類には、主に下記のも
のがあります。

税金

納 期 限納 税 義 務 者税金の種類

第１期： ６月３０日
第２期：  ８月３１日
第３期：１０月３１日
第４期：１２月２５日

・１月１日現在、倶知安町に住所があり、日本に居
住して１年以上経過した人
・１月１日現在、倶知安町に住所があり、日本に居
住して１年未満だが、通常１年以上継続して居住
することを必要とする職業の人
・１月１日現在、倶知安町に住所はないが、町内に
家屋敷、事務所、事業所を持つ人

個人住民税

決算の２カ月後

・町内に事務所か事業所を持つ法人
・町内に寮・宿泊所・倶楽部その他これらに類する
施設を持つ法人で、町内に事務所か事業所を持た
ない法人
・町内に事務所・事業所や寮などを持つ法人でない
社団か財団で、代表者か管理人の定めのあるもの

法人住民税
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